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はじめに

本日は「健康日本21（第二次）を推進するために」というタイトルでお話しさせていただきます。
身体活動を推進する為にはどうしたらよいかということで、特に、社会環境の整備をメインにお話
をさせていただきたいと思います。

１．公益財団法人健康・体力づくり事業財団
最初に、私が所属している公

益財団法人健康・体力づくり事
業財団についてご説明させてい
ただきます。東京オリンピック
の翌年（昭和40年）に、国民の体
力増強を目的に文部省（現・文
部科学省）管轄で社団法人国民
健康づくり運動協会が設立され
ました。また昭和53年、第1次国
民健康づくり対策が始まった時
に、財団法人健康づくり振興財
団が設立されました。これが昭
和56年に合併になり、財団法人
健康・体力づくり事業財団にな
りました。その後、いろいろな
改革に伴い、平成24年4月1日か
ら公益財団法人健康・体力づくり事業財団に生まれ変わったわけです。私は大学を定年退職して、
非常勤で初代理事長を拝命しております。

健康・体力づくり事業財団の仕事は、①国民への健康・体力づくりの啓発普及、②健康運動指導
者の養成です。現在、健康運動指導士と健康運動実践指導者、合わせて約4万人が全国で活躍して
いる状況です。そして、③健康日本21の推進です。その為の全国連絡協議会事務局が設置され、私
が会長をやらせていただいております。（資料1）
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２．健康日本21推進全国連絡協議会
資料2の左上にあるマークは、健康日本21推進全国連絡協議会のマークです。この協議会は健康

に関連する専門家が集まった団体・組織が加盟しています。日本医師会などの三師会、日本看護協
会、日本栄養士会、あるいは日本労働組合総連合会、健康保険組合連合会、学会系では日本公衆衛生
学会のような所、それから日本体育協会などを含めて約140団体が加盟しています。

ここに企画部会が置かれていて、東京大学医学部附属病院病院長であり糖尿病のご専門の門脇
孝教授が、部会長として活動されて
います。

分科会は4つあり、タバコ分科会・
運動分科会・栄養分科会・メンタル
ヘルス分科会がそれぞれ活動してい
ます。

最近の活動としては、2020年の東京
オリンピック・パラリンピックに向
けて、無煙都市東京オリンピック・パ
ラリンピック開催を目指し、東京都に
対して「受動喫煙防止条例」の制定を
求める要望書を7月10日に採択いたし
ました。近々、舛添要一東京都知事に
要望書を提出する予定です。（資料2）

Ⅰ．健康づくりの基本理念としての「ヘルスプロモーション」

本日の講演の内容は、主に6つのテーマでお話ししたいと思います。健康日本21が今回のキーワー
ドになりますが、それを理解する為に、まず基本理念として、「ヘルスプロモーション」について復
習も兼ねて考えてみたいと思います。

１．世界の健康づくり施策の歴史
第二次世界大戦は、兵隊や民間の人も含めて世界で5,000万～8,000万人が亡くなった戦争の時代

でした。第二次世界大戦が終了した後、平和の時代を築いていかなければいけないということで、
国際連合ができ、その一つの機関として世界保健機関（WHO）ができました。1946年、WHOが健康
の定義（WHO憲章）を行いました。

その30年後の1978年には、アルマ・アタ宣言（Health for All）で、「すべての人に健康を」という
ことが唱えられました。そして8年後の1986年には、オタワ憲章でヘルスプロモーションという概
念が出てきました。ヘルスプロモーション国際会議は、それ以降ずっと開かれています。ジャカル
タの会議では、「健康は投資である」という概念が打ち出されました。メキシコでは、「公平な社会
を築いていこう」という声明を作成するなど、それぞれ大きなテーマについてディスカッションし
ています。これが世界の動向です。

欧米、特にアメリカでは、「Healthy people」ということで、健康づくり施策が10年ごとに進んで
います。ヨーロッパは、どちらかというと「Healthy City（健康都市）」という考え方で健康づくりを
進めています。わが国では、第1次国民健康づくり対策が1978年に始まりました。10年後の1988年
には第2次国民健康づくり対策（アクティブ80ヘルスプラン）、2000年には健康日本21（第一次）、直
近では健康日本21（第二次）という流れで健康づくりが進んでいます。

資料 2
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（１）WHO憲章（健康の定義）
健康づくりを考える時、

まず「健康とは何か」をしっ
かり押さえておく必要があ
ります。WHO憲章では、「到
達しうる健康の最高水準を
享受することは、すべての
人間が有する基本的権利で
ある」ということを打ち出
し、健康の定義を「健康と
は、単に疾病がないとか虚
弱でないということではな
く、身体的、精神的及び社
会的に完全に良好な状態に
あることである」としたわ
けです。これは非常に理想
的な定義です。だんだん年
を取るに従って、いろいろ
な持病を持つようになります。だれもが完全に良好な状態であるとは言えません。しかし、すべて
の人間は理想的な健康の定義にアプローチをする、近づく為の権利があるのです。健康であること
は、基本的な人権の一つであるということを高々と掲げました。（資料3）

（２）アルマ・アタ宣言（Health for All）
健康の定義が決まりました。1978年には、ソ連のカザフスタン地方にあるアルマ・アタという都

市で、プライマリヘルスケア国際会議が開かれました。発展途上国は、健康に関するいろいろな条
件が悪いという問題があります。下水道・上水道などが完備されていない、貧しくて薬も買えない

国々で、まずは一義的に健
康を維持する為の最低限の
ことを遂行していこうとい
うのが、プライマリヘルス
ケアです。「すべての人に
健康を」ということを理念
に、先進国だけではなく、
発展途上国も含めたすべて
の人に健康を、「Health for 
All」という概念が打ち出さ
れました。（資料4）

資料 3
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Health for Allというのは、先
進諸国だけではなく、発展途上
国の人たちも含めたすべての人
にということに加え、まだ病気
になっていない人がこれから病
気になる、生活習慣病を発症す
ることを予防する「1次予防」、
疾病の早期発見・早期治療の「2
次予防」、病気を発症して重症
になったが、また社会復帰をし
ていく「3次予防」のすべてが含
まれます。つまり、健康人から
病人までというのがHealth for 
Allの切り口です。（資料5）

また、世代という切り口で考
えると、生まれてから亡くなる
まで、揺りかごから墓場まで、
ということで、「すべての世代」
という意味でのHealth for Allが
あります。いろいろな切り口で
Health for Allの理念が打ち出さ
れました。（資料6）

資料 6

資料 5
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（３）第1次国民健康づくり対策
ちょうどそのころ、第1次国民健康づくり対策がわが国で始まりました。乳幼児から高齢者まで

の健康診査、健康指導体制
を確立しようということで、
健康診断体制を充実するこ
とで早期発見・早期治療を
進 め る2次 予 防 が 中 心 に
なっていました。そのころ
に、財団法人健康・体力づ
くり事業財団が設立された
こともあり、乳幼児から高
齢者までのすべての人たち
が、このような健康指導体
制によってカバーされるよ
う に な り ま し た。Health 
for All「すべての人に健康
を」という理念が、日本で
も打ち出されたことになり
ます。（資料7）

（４）オタワ憲章
1986年になり、カナダのオタワで「ヘルスプロモーション」という言葉がしっかり打ち出された

国際会議がありました。このオタワ憲章で打ち出された定義は、「ヘルスプロモーションとは、人々
が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである」ということで
す。この定義は一読して分かりにくいので、2つの文章に分けます。まず、一人一人が自分たちの健
康をコントロールすること、個人の努力です。タバコをやめる、アルコールを飲み過ぎない、運動

をする、ダイエットをする
など、各自がそれぞれコン
トロールしていくことが大
事なのです。そして、後半
の部分、生活習慣や健康を
改善することができるよう
なすべてのプロセスを含ん
で、「ヘルスプロモーショ
ン」と言います。これがオ
タワ宣言の基本的な理念で
す。（資料8）

資料 7
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２．ヘルスプロモーション
（１）ヘルスプロモーションとは、人々が自らの健康をコントロールし、
　　改善することができるようにするプロセスである

資料9は、健康日本21（第一次）
の時に出された絵です。健康を
一人で進めていくことは、健康
のボールを坂道の上に転がして
いくような、大変な努力が必要
です。家族や同僚やみんながサ
ポートし、坂道を緩めてあげる
ことで、健康を推進できる環境
をつくってあげることが大事だ
ということです。オタワ憲章は、

「人々が自らの健康をコント
ロールし、改善することができ
るようにするプロセスである」
ということを打ち出しました。
端的に言えば、個人の努力と社
会環境の整備が一緒になって、
初めてヘルスプロモーションが進むということです。わが国では、「健康づくり」「健康推進」「健康
増進」「健康創造」という言葉が使われていますが、健康づくりの基本的な理念は、オタワ憲章のヘ
ルスプロモーションであると言ってもよいと思います。（資料9）

（２）ヘルスプロモーションのための戦略　オタワ憲章1986年
1986年にヘルスプロモーション

の為の3つの戦略が打ち出されま
した。1つ目の「唱道（advocacy）」
は、健康という権利を擁護する
為の社会的・公共的支援です。
例えば、医師や健康運動指導士
や栄養士が人々の健康を支援す
ることです。2つ目の「能力の付
与（enable）」は、一人一人が能
力を高めることで、主体的に健
康づくりに取り組めることが大
事だということです。3つ目は、
保健分野だけでなく、あらゆる部
門が協力・共同して進めていく
ということで、「調停（mediation）」
という言葉を使っています。こ
の3つが重要な戦略であるとして、地域活動の活性化や保健サービスの方向転換、健康を支援する
環境づくり、あるいは個人技術の開発を総合的に進めようということが、ヘルスプロモーション
だったわけです。（資料10）

資料 10

資料 9
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（３）ヘルスプロモーション国際会議
ヘルスプロモーション国際会議は何回も開かれており、それぞれの会議でさまざまなことがディスカッ

ションされています。ジャカ
ルタのヘルスプロモーショ
ン国際会議では、健康への
投資についてディスカッ
ションされました。「健康と
は、予算を使ってマイナスバ
ランスになるものではなく、
そこにお金を使うことは投
資であり、より一層利益が得
られるものである」という概
念が打ち出されたのです。
それから、公平性です。バン
コクでは、オタワ憲章の理念
をもう少し深めていこうとい
うことで、それぞれいろいろ
なディスカッションが行われ
ていました。（資料11）

（４）ヘルスプロモーションを成功させるための5つのプロセス　バンコック憲章2005
バンコク憲章では、先ほどの「唱道」「能力の付与」「調停」はそのままありますが、それをさらに

進化させて、「投資」という言葉が入ってきました。健康の決定要因に焦点を当てた持続的な政策・
活動として、社会的基盤に投資することが大事だということです。
「能力形成」は、一人一人が健康づくりを行うだけではなく、指導者や実際にヘルスプロモーショ

ンを実践していく人たちのレベルもアップしていこうということです。それから、健康に対する知
識（リテラシー）を深めていくということが入っています。
「規制と法制定」では、法律や規制でしっかり健康づくりを行っていこうということです。例えば、

タバコの値段を上げる、あるいは健
康増進法で児童喫煙ができないよ
うな環境をつくっていく、という
ことがここに入ってくるわけです。

そして、「パートナー（協働連携）」
はさらに幅広く、例えば、自治体
部門だけの連携ではなく、民間の
さまざまな組織や非営利的な組織
ともパートナーシップを取り、連
携して健康づくりを進めていこう
ということです。「唱道」「投資」「能
力形成」「規制と法制定」「パート
ナー」をキーワードに進めていく
ことになりました。（資料12）

資料 11

資料 12
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Ⅱ．身体活動・運動の健康影響

ギリシャの時代から、多くの人た
ちが「運動が大事だ」と言っています。
医学の世界では、医聖ヒポクラテス
が、「食べることだけでは、人は健康
を維持できない。人は、また、健康増
進の為には運動をしなければならな
い」と既に言っています。（資料13）

また、哲学者のプラトンは、「活動
的でないことは、すべての人間の良
好な状態を損なう。これに対して、動
くことや規則的な身体運動は良好な
状態を守り、維持する」と言っていま
す。最近問題になっているsedentary

（座りがちの生活）は体に良くないこ
とを、既にプラトンは見抜いていた
わけです。（資料14）

わが国では、貝原益軒先生が『養
生訓』の中で、既に「身体は日々少づ
つ労動すべし。久しく安坐すべから
ず。毎日飯後に、必ず庭圃の内数百
足しづかに歩行すべし。雨中には室
屋の内を、幾度も徐行すべし。此如
く日々朝晩運動すれば、針・灸を用
ひずして、飲食・気血の滞なくして
病なし。針灸をして熱痛甚しき身の
苦しみをこらえんより、かくの如く
せば痛なくして安楽なるべし」。昔
の治療というのは鍼灸ですから、熱
いお灸を据えたり、針を刺したりし
て苦しむことなく健康でいられるこ
とを、貝原益軒先生は言われたので
す。昔の時代ですが、84歳まで長生
きされています。（資料15）

資料 13

資料 14

資料 15
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１．運動不足と心臓病との関係
これまでは経験的なお話

ですが、科学として発表し
たのがMorris先生という
ロンドン大学のプロフェッ
サーです。これは、今から
約60年前の『The Lancet』と
いう世界のトップジャーナ
ルに載ったグラフです。2
階建てバスの車掌の心臓病
による死亡と心臓発作の頻
度を年代別に見ています。
高齢になるに従って死亡率
は上がっていきます。一方、
運転手の場合には、車掌の
倍ぐらい発症率・死亡率が
高いことが分かりました。
2つの職種の人たちの身体
活動の頻度や強度を調べたわけではなく、職業で調べたのです。私もこの論文を読んで若い時にロ
ンドンに行き、2階建てバスに乗りました。後ろから乗客が乗り込んできて、一部の乗客は階段を上っ
ていきます。車掌はバスストップごとに階段を上り下りして切符を切りますが、運転手はずっと座
りっぱなしで全くsedentaryです。ずっと体を動かしている車掌と、座りっぱなしの運転手との差
が出ていることが分かったわけです。これも間接的な研究です。（資料16）

２．身体活動度と死亡相対危険度
資料17の左上の写真は、『The New England Journal of Medicine』に掲載されたもので、Paffenbarger

先生と私のスナップ写真を右上に付けました。Paffenbarger先生はハーバード大学の卒業生約1万
7,000人の1週間の身体活動量を、
エネルギー消費量に換算して、
10年以上フォローアップしまし
た。そうすると、結果として死亡
率が出てきます。身体活動が1週
間で500kcal未満の人たちが、死
亡率が一番高いのです。そして、
身体活動で3,000kcal消費してい
る人たちの死亡率が、500kcal未
満の人たちの半分であることが
分かりました。ようやく身体活動
と健康との関係が明らかになっ
たという研究です。（資料17）

資料 16

資料 17
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その研究を基に、身体活動量を
2,000 kcalで切ってみました。そ
うしますと、身体活動量2,000kcal
未満の人に対して、2,000kcal以上
の人は死亡のリスクが28％低下す
ることがはっきり分かりました。
1週間に2,000kcalを一つのメルク
マールにしようとすると、1日で
は300kcalになります。300kcalの
身体活動量というのは、だいたい
1日1万歩のエネルギー消費量にな
ることから、「1日1万歩」と言われ
始めたのです。（資料18）

３．身体活動に関する研究
身体活動に関する疫学研究は山のように出てきています。最近のトップ医学ジャーナル『The 

Lancet』の論文を紹介します。台湾の研究ですが41万人の男女を対象集団として追跡しました。最
初に健康診断を行い、身体活動を調べました。平均追跡期間8年で死亡のリスクを分析してみまし
た。30歳の時にあと何年生きられるかという余命を調べたのです。

身体活動のグループ分けとして、1日15分未満の身体活動量は「不活動」とします。それから1日
約15分の身体活動、15分間速足で歩くぐらいの量は、現在のリコメンデーション（勧告）から考える
と、身体活動量は「低」となります。身体活動量「中等度」は、現在のWHOの身体活動の基準を満た
したもので、1日約30分の活動（ウォーキング）をしていることになります。そして、さらに「それ以
上」のグループに分けて、不活動グループと平均余命を比較してみました。

そうしますと、たった15分しか歩いていない「低」身体活動の人であっても、男性では2.55年、女性
では3.10年余命が長かっ
たということになります。
通常のWHOの基準（「中
等度」の身体活動量）を満
たしている人たちは、さ
らに寿命が長く、男性で
は4.21年、女性では3.67年
も長かったということで
す。活動が多くなればな
るほど、寿命が延びるこ
とが明らかになりました。
WHOの基準を満たして
いなくても、少しでも体
を動かしていたら効果が
あることが明らかになっ
た論文です。（資料19）

資料 18

資料 19
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もう一つは、耐糖能障
害の人たち約1万人を調
べました。これも『The 
Lancet』に掲載された論
文です。ベースライン調
査で1万人の対象者の歩
数を調べたところ、1日
に平均2,000歩多い人は、
約6年後の心臓血管疾患
発症のリスクが約10％下
がります。さらに2,000歩
多い人は、さらに10％下
がります。歩数が多くな
るに従って、心臓血管疾
患の発症のリスクが下が
ることが明らかになりま
した。次にフォローアッ
プして、1年後に歩数が2,000歩増えた人たちは、発症のリスクが8％下がるということがわかりま
した。身体活動が高い人たちは心臓血管疾患発症のリスクが低く、これからさらに身体活動を高め
ても、やはりリスクが下がることが分かったという論文です。（資料20）

資料 20
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４．健康づくりにおける身体活動の意義
このように疫学的な研究はた

くさん出てきており、いろいろな
ことが分かっています。日常の
身体活動量を増やすと、メタボ
リックシンドロームを含んだ生
活習慣病の発症及び、死亡に至
るリスクを低下させます。それ
から、最近出てきた概念では、
加齢に伴う生活機能の低下の一
つとして、ロコモティブシンド
ローム及び、精神機能として認
知症のリスクを低下させること
が分かってきました。特に高齢
者においては、積極的に体を動
かすことによって生活機能低下
のリスクを低減させ、自立した生

活をより長く送ることができるということで、健康寿命を延ばせることが分かってきました。（資料21）
それ以外にもいろいろなメリットがあります。気分転換、ストレス解消の効果もあり、うつ病の

予防ができます。現在、うつ病は職場でも大きな問題になっています。うつ病に対して、投薬治療
以外で効果があるとされているのは、認知行動療法と有酸素運動です。中等度の運動だと風邪をひ
きにくくなり、運動が過度にな
ると風邪をひきやすくなるとい
うのはよく言われています。例
えば、トライアスロンやフルマ
ラソンを行っている人たちは、
その後に風邪をひきやすくなる
という報告は多くあります。適
度な運動は自己効力感が高ま
り、クオリティ・オブ・ライフ
を高めることができます。これ
に対して、身体活動不足は肥満
や生活習慣病発症のリスクにな
ります。あるいは、高齢者の自
立度低下や虚弱の危険因子にな
るということです。（資料22）

資料 21

資料 22
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Ⅲ．健康日本21における身体活動・運動の推進

１．健康日本21（2000年～ 2012年）
健康日本21における身体活

動・運動の推進について少しお
話しいたします。健康日本21（第
一次）は、今から14年前に始ま
りました。21世紀のわが国にお
ける健康づくり施策ということ
で、「健康日本21」となりました
が、根本は1次予防です。病気に
ならないようにする、病気の発
症を予防する、それから、なか
なか進みませんでしたが環境整
備も入って、それまでの健康づ
くり施策とは少し異なっていま
した。その特長は、それぞれの
項目について目標値などを設定
し、中間評価・最終評価をした
ことです。（資料23）

（１）成人における現状と目標
身体活動・運動の分野に関しては、身体活動・運動分科会が立ち上げられました。1カ月ぐらい

で目標値を立てるようにと厚生労働省から言われ、私と、当時、東京大学医学系研究科健康増進科
学の助教授だった川久保清先生と、財団法人明治生命厚生事業団体力医学研究所の所長だった荒
尾孝先生の3人で、目標値はどうしたらよいだろうかと考えました。しかし、一部の地域や一部の人
たちの身体活動・運動の数値はありましたが、国民全体の身体活動・運動に関するデータはありま

せんでした。たまたま国民栄養
調査というものが行われていて、
栄養調査に付随して歩数が調べ
られていました。平成9年の歩数
を調べると、男性が8,200歩、女
性が7,280歩でした。右肩上がり
だったこともあり、これから健
康づくりで歩数の増加を10年間
勧めれば、1,000歩ぐらいは増や
せるだろうと思い、「1,000歩増や
そう」という目標を立てたわけ
です。（資料24）

資料 23

資料 24
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もう一つ、国民栄養調査で「運
動習慣のある人たちの割合」が
ありました。その調査結果では、
男性も女性もだいたい4人に1人
に運動習慣がありました。運動
習慣も約10％は増やせるだろう
と目標を立てたのです。（資料25）

（２）歩数平均値の年次推移
ところが資料26のグラフのように、歩数の平均値が平成9年を境に徐々に減ってしまいました。

平成9年までは右肩上がりで上がっており、もう少し増やせるだろうということで、男性8,200歩、
女性7,200歩から1,000歩増や
して、10年後には男性9,200
歩、女性8,300歩を達成しよ
うではないかという目標を
立てたのです。しかし、残
念ながら平成9年以降どん
どん減ってきて、平成22年
には男性が7,136歩、女性が
6,117歩となりました。1,000
歩増やすどころか、1,000歩
減って、目標値に対しては
2,000歩も減った結果になっ
たわけです。（資料26）

資料 25

資料 26
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（３）運動習慣者の割合の推移
では、運動習慣者はどうでしょうか。資料27のグラフは、男女別に20代～70代で分けてあります。

それぞれ左側の棒グラフがベー
スライン時の1997年、中間評価
が真ん中、最終評価あるいは直
近の評価が右側です。高齢者は、
もともと若い世代よりも運動習
慣を持っている人たちが多かっ
たのですが、さらに増えていま
す。ところが、若手は男女共に
減っています。最終評価として
は、男女とも60歳以上の運動習
慣者は増加している一方、60歳
未満では増加していません。特
に女性は減少が見られます。こ
れは大きな問題だということに
なりました。（資料27）

２．国民のエネルギー摂取量、歩数及び体重の年次推移
国民健康・栄養調査のデータを見てみました。資料28は栄養に関する詳しい調査を行い、国民の

エネルギー摂取量を計算で出しています。グラフは男性のデータです。2,152kcalから2,064kcalと、
エネルギー摂取量が約100kcal減っており、必ずしも増えていません。高齢者は食の量が少ないの
で、その年齢補正をしても、なお減っていることが結果として出てきました。体重を見てみると、
64.9kgから65.7kgということで、少しでこぼこはありますが、800gの増加となりました。男性はエ
ネルギー摂取量が減っているのに、体重が増えています。つまり、インが減って、結果が増えてい
るわけですから、アウトはさらに減っていることになります。

エネルギー消費量を計算する
のは大変で、調査でもなかなか
データが出てきません。歩数は、
エネルギー消費量を代表するも
のとして考えていただきたいと
思います。人間の身体活動は、
歩くだけではなく、家事労働な
どいろいろな労働や動作があり
ます。エネルギー消費量のトー
タルは反映していませんが、歩
数で代表して見てみると1,000
歩減ってしまっていました。や
はり体重が増えてきた原因は、
エネルギー消費量の減少であ
り、それが10年間の大きな問題
であるといえます。（資料28）

資料 27

資料 28
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３．歩数が1日1,000歩減ると
歩数が1日1,000歩減るとはどういうことでしょうか。1日1,000歩、1カ月で3万歩です。そして、1

年で36万5,000歩になります。塵も積もれば山となるということで、歩数として1年で36万歩も減っ
てしまうことになります。

運動によるエネルギー消費量
は体重によって違います。1,000
歩というのは、大人の男性が約
30kcal消費する運動量というこ
とで例を挙げました。1年では、
30kcal×365日で約1万kcalにな
ります。そして、1gの脂肪が生
体内で燃えると約7.5kcal消費し
ます。1万kcalが消費されないと
いうことは、約1.5kgの脂肪が燃
焼されないでたまってしまうこ
とになります。1年で1.5kgの脂
肪、あるいは体重が増加する結
果に至ることが分かるだろうと
思います。（資料29）

４．身体活動量減少の理由
身体活動がなぜ減ったのかということについては、既にWHOが調べています。過去数十年間で、

すべての年齢層の身体活動量の減少が進行しているのです。大きな理由としては、仕事と日常作業
の機械化・自動化です。徒歩や自転車に代わる車利用度の増大、モータリゼーションの発達です。座っ

て行う仕事（sedentary work）、
オフィスワークがどんどん増え
ています。省力装置（エスカレー
ター、エレベーター、動く歩道
等）がどんどん開発され、利用
されています。そして、子ども
たちのコンピューターゲーム、
あるいはわれわれも家でテレビ
を見たり、コンピューターで遊
んだりするようになり、非活動
的な余暇の過ごし方がどんどん
増大しています。このようなも
のが総合的に身体活動の減少と
いう結果に至っているのです。
（資料30）

資料 29

資料 30
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５．身体活動・運動に関する目標値の最終評価（健康日本21最終評価報告書より）
健康日本21（第一次）最終評価

報告書では、喫煙率や食塩摂取
量については効果がありました
が、身体活動に関してはうまく
いなかなったという総括をして
います。意識的に運動を心掛け
ている人の割合は増加しました
が、運動習慣者については、高
齢者は増えていますが、全体で
見ると変わっていません。つま
り、運動は重要であることを国
民はみんな理解していても、長
期にわたる定期的な運動に結び
付いていないのです。

日常生活での身体活動は歩数
で表されていますが、これにつ

いては悪化しています。歩数というのは、余暇時間に行われる運動と比較的活発な生活活動を合わ
せた身体活動の指標になります。したがって、歩数の減少は、身体活動量が減少していることを大
きく示唆しています。原因として、運動以外の生活活動量の減少が考えられます。通勤や日常での
ウォーキングが減ってきているということです。（資料31）

６．今後の課題（最終報告書より）
今後の課題として、運動・身

体活動の重要性は理解している
が行動に移せない人々に対する
働き掛けが必要です。具体的に
は、個人の置かれている環境、
あるいは地域・職場における社
会的な支援の改善などが挙げら
れます。身体活動推進あるいは
運動推進への社会環境からの支
援が重要であることが総括に
なっています。（資料32）

資料 32

資料 31
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Ⅳ．新たな健康づくり対策、健康日本21（第二次）

１．厚生労働大臣告示　平成24年7月10日
健康日本21（第一次）の総括を踏まえて、新たな健康づくり対策の健康日本21（第二次）が、平成24

年から厚生労働大臣告示で始まりました。国民の健康増進の目標に関する事項は1から5まであり
ます。1．健康寿命の延伸と健康
格差の縮小。2．生活習慣病の発
症予防と重症化予防の徹底。3．
社会生活を営む為に必要な機能
の維持及び向上。特に高齢者に
ついては認知機能の低下とロコ
モティブシンドローム（運動器
症候群）の予防が入りました。4．
健康を支え、守る為の社会環境
の整備。5．栄養・食生活、身体
活動・運動、休養、喫煙、飲酒
及び歯・口腔等の健康に関する
生活習慣及び社会環境の改善。
この部分は、健康日本21（第一
次）と同じです。（資料33）

健康日本21（第二次）を一つの絵で表したものが、資料34です。ヘルスプロモーションの考え方を
理解していれば分かりますが、個人に対しては、生活習慣の改善、リスクファクターを減らしてい
きましょうということです。これまでの健康日本21（第一次）は、生活習慣病の発症予防（1次予防）
だけだったのですが、重症化も予防し、2次・3次予防も行っていくということです。それから、認
知機能やロコモティブシンドロームに対しても予防を行い、社会生活機能の維持向上を図ってい
こうということが新しくなりました。これらは個人へのアプローチで、結果として生活の質向上、
クオリティ・オブ・ライフの向上に繋がります。

もう一つは、社会環境の改善・
整備です。行政が人々の健康を
維持できるような法律を作り施
策を進めること、保健医療の専
門家などが健康教育を行い個人
の知識や技能を高められるよう
支援すること、家族・友人が健
康づくりを支援すること、歩道
の整備や施設を造って健康のた
めの物理的環境を整えることな
ど、個人の健康づくりを支援す
る社会環境の整備を行っていく
ことがあります。この2つが相
まって、健康寿命の延伸と健康
格差の縮小が得られるのだと訴
えたのです。（資料34）

資料 33

資料 34
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２．アルマ・アタとオタワの流れを汲んでいる
最初にお話しした、アルマ・

アタ宣言とオタワ宣言の理念を
復習します。今回の健康日本21

（第二次）では、健康格差の縮小・
解消が主目的の一つになりまし
た。すべての人たちの地域、性
差、貧富の差の格差をなくして
いこうということです。地域間
格差の縮小は、Health for All
に繋がります。生活習慣病の発
症予防は、以前は1次予防だけ
でしたが、病気を持った人たち
も健康づくり施策の中に含める
ことになりました。Health for 
Allです。また、これまでは成人
と高齢者にいろいろな目標値が
打ち出されていましたが、今回は子どものころからの目標を立てていこうということで、「あらゆ
る世代」という意味でのHealth for Allが入っています。これらは、アルマ・アタ宣言を実現しよう
とするものです。

そしてもう一つは、オタワ憲章のヘルスプロモーションの理念です。個人の努力と社会環境の整
備が相まって、初めて健康づくりが進むということで、社会環境の整備を施策の中心の一つにしま
した。2000年から始まった健康日本21（第一次）のスローガンとして、「社会環境の整備」というもの
がありました。しかし、ほとんどここには手を付けられませんでした。さまざまな項目の目標値の
中で、環境に関する項目はほとんどありませんでした。（資料35）

資料 35
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３．都道府県別　日常生活に制限のない期間の平均（平成22年）

今回は健康格差と健康寿命の延伸が大きな目標になりました。日常生活に制限のない期間「健康
寿命」に、これだけ都道府県で差があることが明らかになりました。健康寿命の長い県は、男性が
愛知県、静岡県、千葉県、女性は静岡県、群馬県、愛知県がトップスリーです。健康寿命の短い下位
の3県は、男性は長崎県、高知県、青森県が、女性は大阪府、広島県、滋賀県ということでした。そ
の差は、男性は2.79年、女性が2.95年という数値になっています。これは非常にインパクトがあり
ました。下位の県は何とかしなくてはいけませんし、上位の県は今後もさらに維持しないといけま
せん。行政も県民もこれに対して非常に意識が高く、健康づくりの為の強力なインセンティブ（刺
激）となるものです。（資料36）

資料 36
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４．身体活動・運動分野の目標値　健康日本21（第二次）
身体活動・運動分野に関して、

健康日本21（第二次）では「1,000
歩～1,500歩の増加」が加わりま
した。そして、運動習慣者の割
合も10％増やすことになりまし
た。この2つは以前とほとんど
変わりませんが、今回は「住民
が運動しやすいまちづくり・環
境整備に取り組む自治体の数の
増加」ということが新しく加わ
りました。策定時には17都道府
県だったのですが、これを全都
道府県にしようということに
なったのです。（資料37）

（１）身体活動・運動の目標設定の考え方
身体活動・運動に関して

も、個人の努力と社会環境
の整備が絵として掲げられ
ました。歩数を増加させる
のは個人の努力です。ただ、
以前は生活習慣病の予防が
主でした。特にメタボリッ
クシンドローム、これも途
中から入ってきました。循
環器疾患だけではなく、が
んに関しても身体活動・運
動は非常に効果がありま
す。特に大腸がんなどは予
防に繋がることがあります
ので、今回はがんも入りま
した。それから、ロコモティ
ブシンドロームや認知症に
対しても、身体活動は非常に効果があるということで、身体活動・運動はオールマイティといって
もよいくらいです。身体活動・運動の重要性が大変増えました。身体活動・運動がクオリティ・オ
ブ・ライフを向上させるということです。

もう一つは、社会環境の整備です。社会環境というのは「物」と「人」です。人については、運動指
導者の質を高めたり数を増やしたりすることです。物については、物理的な環境ということで、歩
道や公園、交通機関などの整備、それからフィットネスクラブなどを整備していくことで、この両
面を進めていくことになりました。（資料38）

資料 38

資料 37
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（２）循環器の目標設定の考え方

身体活動・運動はさまざま疾患の予防に効果があります。例えば、循環器疾患についても目標が
掲げられました。脳血管疾患の死亡率を、男性は約16％、女性は8％下げよう、また虚血性心疾患、
心筋梗塞などについても同じように下げていこうという目標値が掲げられました。この数値を達
成する為には、国民の平均収縮期血圧を4mmHg下げると一部達成できます。それから、脂質異常
症では、高コレステロール血症の割合を25％減少させなければなりません。そして、タバコを禁煙
したい人たちはすべて禁煙します。それから、糖尿病の有病率の増加が抑制されます。これらが達
成されると、最終的な目標が達成されます。

そして、血圧を4mmHg下げる為にはどのような項目が効果あるのか挙げられています。例えば、
降圧剤の服用率が10％増えると、国民の血圧は平均値で収縮期血圧が0.17mmHg下がります。男性
のみですが、アルコール多量飲酒者の割合を減らすと0.12mmHgが下がります。しかし、これでは
4mmHgに対してあまり効果はありません。身体活動・運動は、歩数の増加と運動習慣者の割合が
増加すると、1.5 mmHgの低下が見込めます。さらに大きなインパクトがあるのが、栄養・食生活
における改善です。食塩摂取量の減少、野菜・果物摂取量の増加、肥満者の減少などが達成されると、
2.3 mmHgの低下が見込めます。これらをトータルすると4mmHgの低下になります。

これが健康日本21（第二次）の検討委員会の結論ですが、私は異議があります。エネルギー摂取量
が増えていないことから肥満者の増加は身体活動量の低下が主な要因であることは皆さんもお分
かりと思います。この図では、肥満者の増加は、目標値を設定するに当たり栄養・食生活に入って
います。しかし、日本人のエネルギー摂取量は増えていません。もちろん食べる時間が遅くなった
とか、理由はいろいろあるかもしれません。しかし、身体活動・運動の減少は非常に大きなインパ
クトがあります。全部とはいわなくても、半分くらいは身体活動・運動にもウエートを置くように
してほしいのです。そうすれば、栄養・食生活以上に身体活動・運動の重要性が増してきます。ど
ちらも重要ですが、身体活動・運動が大変重要だということになろうかと思います。（資料39）

資料 39
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５．健康づくりのための身体活動基準2013
（１）日本の基準

2012年、健康日本21とほぼ同
じ時期に、健康づくりの身体活
動基準が新しくなりました。身
体活動基準2006をブラッシュ
アップしたものです。これを見
ますと、成人の場合は従来どお
りです。2006の身体活動基準で
メッツ・時という単位がありま
した。運動の強さ（メッツ）×時
間で、身体活動の量になります。
これを23メッツ・時／週行うと
よいということです。これを歩
行に直すと、身体活動1日60分
になります。これが国民のガイ
ドラインになるわけです。また
運動としては、息が弾み汗をかく程度の運動を、週当たり60分やりましょうということです。

高齢者についても新しく追加になりました。高齢者の場合は、あまり激しい運動をするといろい
ろな弊害がありますので、強度を問わずに身体活動を10メッツ・時／週行います。これは、毎日身
体活動を約40分です。この身体活動は歩行でなくてもよいです。座ったままでなければどんな動き
でもよいので、とにかくアクティブに最低1日40分は動きましょうということが目標になりました。

そして、すべての世代に対して、「身体活動を高めれば高めるほど健康への効果がしっかり出てき
ますので、今より毎日10分長く歩きましょう、『＋10（プラス・テン）』」という考え方が打ち出されま
した。国民に対して、以前の運動指針、エクササイズガイドは認知されていなかったので、アクティ
ブガイドとして分かりやすくアピールのできるパンフレットを作って説明しようということにな
りました。そして、「いつでもどこでも＋10（プラス・テン）」をスローガンにしたのです。（資料40）
「＋10（プラス・テン）から始めよう」というのは、現在より10分多く体を動かすだけで健康寿命

を延ばせるというものです。成
人の場合は、3メッツ以上が運
動の強さで中等度になります。
中等度以上の身体活動を、1日
60分以上やりましょうというこ
とです。65歳以上であれば1日
40分です。運動の強さは、あま
り強すぎないほうがよいのです
が、座って動かない時間を減ら
しましょうということを掲げて
います。これがアクティブガイ
ドになります。（資料41）

資料 40

資料 41
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（２）世界の基準との比較
では、世界の基準はどうでしょうか。WHOは2010年、「Global Recommendations on Physical 

Activity for Health by WHO」というガイドラインを出しました。アメリカ、ヨーロッパ、オース
トラリア、カナダなどの身体活動のガイドラインは、ほとんどこれと同じです。

成人のガイドラインは、「一週間に少なくとも150分の中等度の強度の有酸素性活動を行うか、ま
たは、少なくとも75分の高強度の有酸素性活動を行うか、あるいはそれと同等の中等度と高強度の
活動の組み合わせを行うべきである」としています。

高強度の有酸素性活動とは、ジョギングやテニスなどのかなり高強度な有酸素運動のことです。
アメリカが最初にこのガイドラインを発表した時、「すべてのアメリカ人は、ほとんど毎日1日30分
以上の中等度以上の身体活動を行いましょう」というメッセージを国民に対して送っています。こ
れも週トータル150分です。ほとんど毎日ということで、土・日は別として、5日間1日30分という
量になっています。

わが国のアクティブガイドは1日60分ですから、WHOのガイドラインで計算すると300分になり
ます。日本のガイドラインの場合、なぜ活動時間が倍量なのかということについては議論のある所
ですが、日本人の平均身体活動量の現状を考えると、アメリカのガイドラインではすでに達成され
ているので、300分になっ
たと聞いています。それか
ら、身体活動量と健康との
関係はドーズレスポンス関
係（量反応関係）にあり、量
が増えれば増えるほど健康
の効果は高まるということ
もあり、わが国では1日60分
となったとご承知おきくだ
さい。

あとは、1回に少なくとも
10分以上続ける必要がある
ことや、筋力強化活動（筋肉
を鍛えるような運動）も週2
回以上というのが、国際的
な基準として入っています。
（資料42） 資料 42
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Ⅴ．健康づくりにおける身体活動推進

１．THE LANCET身体活動特集号（2012年7月21日発行）
健康づくりにおける身体活動

推進の現時点でのさまざまな問
題点についてお話しします。
『THE LANCET』は世界トップ

の医学ジャーナルですので、ここ
に出る論文は、健康を研究してい
る人たちにとって必読の文献と
いえます。2012年7月号に身体活
動特集号が出されました。2012
年は、ロンドンオリンピックが開
かれた年です。『THE LANCET』
はイギリスの出版社なので、こ
れはチャンスだということで、
身体活動を推進する世界の研究
グループが働き掛けました。ちょ
うどMorris先生が1953年にロン
ドンの2階建てバスの運転手と車掌さんの心筋梗塞の発症率が違うことを初めて発表し、身体活動
の疫学的な研究がそこから始まりました。『THE LANCET』もそれを記念して、この特集を組ん
だといういきさつがあります。

この研究をしているグループの何十人もの人たちがまとめた論文を、6編投稿しました。それを
まとめると、世界の死亡の9.4％は身体的不活動が原因であることが分かりました。その影響の大
きさは、肥満や喫煙に匹敵するのです。世界全体で見た時、100人死亡すると、そのうち9.4人（約10
人）は身体的不活動が原因だということです。現状はどうでしょうか。世界の成人の約33％、子ど
もの80％が、WHOにより推奨される身体活動を行なっていません。このような人たちは、生活習
慣病による死亡のリスクが高い状態にあります。世界の年間死亡率の10％が身体不活動だという
ことです。

例えば、世界の死亡の10％がインフルエンザだったとします。昔、スペイン風邪で数千万人が亡
くなりましたが、あの時は、インフルエンザによる死亡を「パンデミック」と言いました。世界的な
大流行だと、そのような表現を使います。また、最近のSARSや鳥インフルエンザなどについても、
パンデミックになることを、われわれは非常に恐れているわけです。現在のエボラ出血熱も、パン
デミックな状態になってしまっては世界が破滅します。

それと同じように考えてよいのではないかと、身体活動を研究している人たちは訴えたのです。
世界の年間死亡者の10％が運動不足です。これは「大流行」と言ってよいのではないかということ
です。この「パンデミックな状態」という表現が良いかどうかはともかく、そのように表現したわ
けです。そして、身体活動を推進する為の介入方法はしっかり確立されているので、世界中で対策
を組んでいこうと訴えたのです。（資料43）

資料 43
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２．各国の身体的不活動の割合
（１）成人（15歳以上）の場合

資料44は、この論文に掲載された各国の成人の身体的な不活動の割合を表わしたグラフです。や
はり女性のほうが身体的不活動の割合が高い傾向があります。各国のデータを集めたもので信頼

性はいろいろで、わが国に
ついては少し怪しげなデー
タが使われているようです
が、世界でも不活発な国の
一つであると考えてよいか
と思います。

身体的不活発の割合が低
い国々は、肉体労働などで
よく体を動かしていたり、
モータリゼーションがまだ
発達していなかったり、い
ろいろなことで身体的な活
動はまだまだ多いのかもし
れません。しかし、やはり
先進諸国は不活発であると
いうことは分かるかと思い
ます。（資料44）

（２）子ども（13歳～ 15歳）の場合
子どもについては身体的不活動の割合が大きく違ってます。大人の場合は、身体的不活動の割合

が高い群が50％以上となっていますが、子どもの場合は90％以上です。全体的に子どもたちが不活
発であることがお分かりになろうかと思います。わが国の子どもたちも、われわれの父や母のころ
には野越え山越え通学をし
ていたという話を聞きます
が、現在は通学バスで家か
ら学校まで連れていっても
らうなど、活動量が低下し
ているという世界的な趨勢
がここにあります。残念な
ことは、我が国の子どもの
身体活動量の数値が出てい
ないことです。（資料45）

資料 45

資料 44
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（３）喫煙と身体的不活動の全世界の健康への影響の比較　
　　身体的不活動は、喫煙と同等の人口寄与危険割合

身体的不活動がどれだけ
のリスクなのか、喫煙と比
較してみました。これも

『THE LANCET』の特集論
文の中に出ているものです。
頻度（prevalence）を見てみ
ますと、世界の人々の喫煙
率は、男性と女性を合わせ
ると26％です。これに対し
て身体不活動は、大人では
35％です。喫煙率のほうが
若干低いです。次の棒グラ
フは死亡に対するリスクで
す。タバコを吸っていない
人に対して、タバコを吸っ
ている人の死亡リスクは、
1.57倍に増えます。また、
身体的に活動的な人に対する身体不活動の人のリスクは1.28倍です。そうしますと、タバコを吸っ
ている人と運動不足の人とでは、タバコを吸っている人のほうが気を付けないといけないことに
なります。

しかし、コミュニティ全体、地域全体で考えると、頻度が利いてきます。ある期間の地域の死亡
数に対してその要因が何％寄与しているかを示す指標である人口寄与危険割合（Population 
Attributable Risk）で比較すると、喫煙が占める割合よりも身体不活動が占める割合のほうが少し
パーセントは高くなっています。これは、その地域の死亡の原因に、タバコと身体不活動が何パー
セント寄与しているかということを示しているもので、タバコが8.7％、不活発な身体活動が9％と
いうことです。

これを世界の人口に当てはめると、タバコが原因で亡くなる人が年間510万人、身体的不活動で
亡くなる人が530万人ということで、大変な数になるわけです。（資料46）

資料 46
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３．身体活動のトロント憲章（2010）世界規模での行動の呼びかけ
こ の よ う な こ と を『THE 

LANCET』で訴えた身体活動研
究グループですが、2010年に、
International Conference of 
Physical Activity and Public 
Health（身体活動と公衆衛生に関
する国際カンファレンス）を開
きました。この時に、世界的な
対策を取ることが必要であると
して、トロント憲章を採択しま
した。「トロント憲章」と検索す
ると日本語版・英語版、あるい
はほかの言語でホームページが
出ています。この宣言は、身体
活動を推進する為の「行動の呼
び掛け」であり、どのようなこと
を行ったらよいかということの

「支援ツール」でもあります。
（資料47，48）

資料 47

資料 48
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（１）9項目の指針
日本語に全部訳されて、9つ

の指針が打ち出されています。
「1．全人口及び特定の集団、特
に身体活動を行なうことに大き
な障壁を有する人々に対して、
科学的根拠に基づいた戦略を用
いる」。やはりエビデンスは大
変大事です。「2．社会的な不平
等、健康の不平等、そのような
ものを減少させるような公平性
の戦略」。特に施策は公平でな
ければいけないということで
す。「3．身体的不活動の環境的、
社会的、個人的な規定要因の改
善に取り組む」。個人だけでは
なく、社会、環境に対しても、その規定要因を調べて改善に取り組んでいこうということです。「4．
効果を最大にする為に、持続可能な対策を、国や地域の各レベルで複数部門の連携を通じて実施す
る」「5．研究、実践、政策、評価、調査の為の能力を高める」。全体がヘルスプロモーションの3つの
戦略、あるいは5つの戦略に沿った内容で、一人一人の能力を高めていこう（キャパシティ・ビルディ
ング）ということです。（資料49）

それから、「6．生涯を通じたア
プローチ（Health All）」「7．身体
活動に関する政治的取り組みを
強化し資源を増大する為に、政
策決定者や社会一般に対して 
唱道する」。そして、その際には 

「8．文化的な差異に配慮する」
ということです。「9．身体活動
を行うという選択が容易にでき
るようにすることを促進してい
こう」という9つの指針です。
（資料50）

資料 49

資料 50
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（２）4つの行動領域（Framework for action）
行動のフレームワーク（領域）

として、「1．国家政策、行動計画
の策定と実行」「2．身体活動を
支援する施策の導入」「3．身体
活動に重点を置いたサービスと
財源の新たな方向づけ」「4．対
策の為のパートナーシップの構
築」。これらのことを中心にし
て、身体活動推進を行なってい
かなければいけません。

この理念は、先ほどのオタワ
憲章の理念をそのまま身体活動
推進の中に当てはめたと言って
もよいかと思います。（資料51）

資料 51
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Ⅵ．身体活動推進のための社会環境の整備

１．タバコ対策は飛躍的な成功を遂げた
最後に、社会環境について少しお

話しします。別の分野ですが、タバ
コ対策について少し振り返ってみま
す。

健康増進法が制定され、受動喫煙
の防止が盛り込まれました。公共施
設のかなりの部分で、禁煙や分煙が
始まりました。例えば、千代田区で
路上喫煙防止条例ができたり、神奈
川県で条例ができたり、いろいろあ
ります。それから、厚生労働省が分
煙のガイドラインを出しました。タ
バコの価格が上昇してなかなか買い
にくくなったなど、社会環境が禁煙

や分煙の方向に進みました。そして、リスクの高いヘビースモーカーの人たちに対する禁煙治療が、
保険で診療報酬化されました。特に経口禁煙補助薬剤が進化しています。バレニクリンという薬は、
1週間ぐらい飲むとタバコを吸いたくなくなるという、劇的な効果がある薬です。大量喫煙者に対
するこのようなハイリスク戦略もうまくいったようで、環境に対するアプローチやハイリスクア
プローチが調和を取りながら進んでいきました。

身体活動、運動や栄養に関しても、同じように環境の整備を考えていく必要があるだろうという
ことです。（資料52）

２．身体活動 ‐ 健康の推進には環境へのアプローチが必要
私たちが生活習慣病、あるいはいろいろな病気について考える時、リスクファクター（肥満・高血圧・

糖尿病あるいは脂質異常症）を考えます。これに身体活動、栄養、タバコも関係します。特定健診、特
定保健指導のような健診の中で、保健師や栄養士が行動変容の指導をしています。しかし、なかなか
効果が得られていません。その原因
として、環境に対するアプローチが少
なかったからということがあります。

身体活動に関して考えると、「商店
街が遠い」「車でしか行けないような
郊外に大型ショッピングモールがで
きた」「公共交通機関が非常に不便で
マイカーで通勤するしかない」「歩道
が整備されていない」「街の景観が魅
力的でない」「運動する場所がない」
という環境要因からアプローチして
いかないと、行動変容の流れを進め
ることができないということがようや
く分かってきました。（資料53）

資料 52

資料 53
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（１）身体活動・健康に影響する要因
私は身体活動推進の為のさまざまなアプローチをしています。個人に対するアプローチは行動

変容ということで、目標
値の設定や保健指導マ
ニュアルなども作成して
います。それから、運動
指針や身体活動指針にも
関わっています。また、
個人だけではなく、組織・
地域・施策に対しても働
き掛けをしていかなけれ
ばいけないので、私たち
は厚生労働科学研究費を
頂いて、健康づくり支援
環境評価マニュアルや健
康づくり支援環境の整
備・政策目標に関する提
言を研究し、環境への介
入についても進めてきま
した。（資料54）

（２）身体活動・運動における「環境」とは
環境には、物理的な環境と社会的な環境があります。一つは、場所や施設の問題、目的地へのア

クセスがどうかというようなこと、歩道や自転車道、景観はどうか、というような物理的な環境が
あります。もう一つは、社会的な環境です。今度の健康日本21（第二次）でも、ソーシャルキャピタ
ル（人々の社会における絆）、ソーシャルネットワーク、社会経済状態、社会格差、家族の支援が大
変重要だということを掲げています。それから、運動指導者がどんどん増えて活発に活動していく

ことや、健康情報や運動プログ
ラムの提供など、健康に関連す
る産業がより一層発達していく
ことも大切です。（資料55）

資料 55

資料 54
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資料56は、外国の文献から取ってきた絵です。昔の街は、家がたくさんあって道があります。学校、
ショッピングセンター、銀行などが街の中にあり、どこからでも歩いていけるような街でした。そ
のように自然に発生してきたのです。最近は、アメリカなどでも郊外の車社会になっていますから、

ショッピングモール
は遠くにあります。
学校やいろいろな施
設は車でしか行かれ
ないということで、
歩いてアプローチす
るのが難しい街が出
来上がっています。下
の絵はトラディショ
ナルな人がよく動く
街、上の絵は郊外の
人々が動かなくなる
街です。環境の整備
や街の見直しは現在
どこでも言われてい
ますが、これがその
一つの例になります。
（資料56）

（３）身体活動に好ましい環境は？
資料57の写真は、どちらが歩きやすいでしょうか。左の写真は、景色は良いかもしれませんが車

で移動するような所です。右の写真は街です。立派な歩道があって、歩くことができます。
Walkability（歩きやすいかどうか）を一つの環境評価の方法として考えていくということです。

Walkabilityには、Residential density（居住空間における密度）が濃いほうが歩くことが多くな
ります。それから、Land use mixは、郵便局や銀行や商店などが混在している街です。それから、
Street connectivity（道と道のコ
ネクション）がとても良いことで
す。資料56の上の図は、Street 
connectivityが悪いのです。この
ように、Walkability（歩きやすい
かどうか）ということは、環境
評価をする時に考えていく方法
の一つになります。（資料57）

資料 56

資料 57
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３．日本の4都市における調査
そこで、私たちは都市構

造が地域住民の歩行に関連
していることを研究し、論
文にしました。

つくば市、小金井市、静
岡市、鹿児島市という4つ
の都市の住民をアトランダ
ムに4,000名抽出して、郵送
による横断研究を行ないま
した。（資料58）

（１）自宅近隣の環境と歩行時間（n=1455）
歩行と環境との関係を見ました。

自宅近隣の環境と歩行時間を見ると、
オッズ比が1より大きければよいの
ですが、住居密度が高いとオッズ比
が高くなります。つまり、住居密度が
粗であると、歩行時間が明らかに短
くなるということです。P値という
のは、統計的に意義があるかどうか
ということですが、統計的に意義が
あるのは、住居密度と混合土地利用

（アクセスが良いか）です。アクセス
が良いと、オッズ比が高くなります。
歩道や自転車道がしっかり整備され
ると、住民の歩行時間が長くなりま
す。それから、景観が良いと歩行時間は長くなります。4,000名を対象にしたこの研究では、これら
の4つが挙げられました。例えばアメリカでは、治安や交通の安全が非常に大きな意義を見せてく
るだろうと思いますが、日本は比較的治安が良いので、あまり出てきませんでした。（資料59）

資料 59

資料 58
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（２）地域環境と歩行習慣のオッズ比（地域住民1473人）
目的別に見るとどうでしょうか。日常生活の通勤や買い物などでの歩行に関連する環境要因は、

住居密度、土地利用の多様性、目的地へのアクセス、道路の連結性がとても関連していました。や
はり近くに銀行や商店があること、そしてアクセスが良いと歩くのです。アクセスが悪いと車に
乗ってしまいます。

これに対して、散歩やウォーキングの場合は、こういうものがあまり関係ありませんでした。関
係があったのは、歩道や自転車道がきちんと整備されている、景観が良い、交通が安全であるとい
うことでした。散歩・ウォーキングだけを見ると、交通の安全がとても大事です。幹線道路で歩道
がなく、トラックなどの大型車両がビュンビュン走っている所を歩くのは怖いです。

これらのことから、これから地域
での健康づくり・身体活動の推進
を行なう為には、何を目的とするの
かによって環境要因が違うという
ことをしっかり押さえる必要があ
るということです。最近はモータリ
ゼーションが発達してきて、日常生
活の歩行、通勤や買物での歩行が
減ってきています。余暇における
散歩・ウォーキングも増やさなけ
ればいけないとすると、歩道や自転
車道の整備、景観を良くする、交通
安全、このようなまちづくりをしっ
かり行っていく必要があるだろう
と考えられます。（資料60）

（３）身体活動との関連が示唆されている環境要因
私たちの研究を、資料61のようにまとめてみました。運動に関して関連性が示されたのは、きち

んと運動の場所があるかどうか
ということです。運動施設、オー
プンスペースがあるかどうかと
いうことが一つありました。

わが国で身体活動との関連が
一定しない環境要因は、治安と
いうことでした。これは、先ほ
ど申し上げたとおりです。
（資料61）

資料 61

資料 60
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４．身体活動運動分野の目標値　健康日本21（第二次）
環境についてもう少し細かく

見ていく必要があるだろうとい
うことです。今回の健康日本21

（第二次）では、環境について非
常に大雑把な目標が立てられま
した。「住民が運動しやすいま
ちづくり・環境整備に取り組む
自治体の増加」ということで、
すべての都道府県で取り組んで
もらうという目標です。これは
非常に大切です。

大事なことは、今までは個人
や地域住民に対するアプローチ
でしたが、環境改善についても
しっかり目標を立てて遂行して
もらうということです。健康づ
くり施策の中でこれが掲げられたことをWHOは非常に高く評価しています。しかし、もう少ししっ
かりと環境に対する目標を立てなければいけないのではないかと、私は思っています。（資料62）

（１）国民の健康の増進の推進に関する重要事項
健康日本21（第二次）には、そのほかにも国民の健康増進の推進に関する重要事項が掲げられて

います。その中で列挙されているのは、「多様な主体による自発的取り組みや連携の推進」です。運
動や休養に関連する健康増進サービス関連企業、健康機器製造関連企業をはじめとして、健康づく
りに関する活動に取り組む企業、NGO、NPOなどの団体の取り組みを一層推進するとともに、こ
れらについての情報発信を行ないます。

物理的には、ウォーキン
グロードの整備などの対策、
森林等の豊かな自然の利用
促進対策、あるいは、文部
科学省などが進めている総
合型地域スポーツクラブの
活用等の生涯スポーツ分野
における対策、健康関連産
業の育成などが列挙されて
います。また、関係行政分
野や関係行政機関等が十分
に連携することが大事であ
ると言っています。

もう一つは、人材（マンパ
ワー）を養成していく必要が
あります。国家資格としての
保健師、管理栄養士などの資料 63

資料 62



38

名前は当然挙がってきますが、健康運動指導士は准国家資格みたいなもので、国家資格ではありま
せん。健康・体力づくり事業財団が養成するものです。運動指導者に関しては4万人いますが、こ
のような健康増進の為の運動指導者、あるいは日本医師会が勧める健康スポーツ医との連携をしっ
かり充実していく必要があるだろうということになりました。（資料63）

今度の「健康日本21（第二次）」は、前の「健康日本21（第一次）」よりも非常にブラッシュアップさ
れています。一つは、企業、自治体、団体における健康づくりを推進した優れた活動に対して、「健
康寿命を延ばそう！アワード」を授与するという、一つのインセンティブがなされる企画がありま
す。厚生労働省が、スマート・ライフ・プロジェクトとして、企業・団体で優れた健康づくり活動
を行なっている所に対してアワードを贈呈しようというものです。このスマート・ライフ・プロジェ
クトに加盟している企業は現在2,000社を超えており、さらにどんどん増えています。幾つかの企
業がアワードを受賞しています。同じように、自治体でも幾つかの所がアワードを受賞しています。
これが一つのモデルとして
評価されていきます。そし
て、ほかの企業もさらにそ
れを超えるようなアクティ
ビティを持ってもらうとい
うことです。健康日本21（第
一次）では目標を立て、国民
に対して頑張ってもらうと
いうことで行ないました。
しかし、なかなか結果が得
られませんでした。特に身
体活動については得られな
かったのです。やはり地域・
職域・民間と一緒に健康づ
くりを行っていく必要があ
ります。（資料64）
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５．厚生労働省への政策提言
先ほどの私たちの研究は、既

に厚生労働省へ政策提言を行
なっております。資料65の左は
健康づくり支援環境評価マニュ
アル、右は健康づくり支援環境
の整備・政策目標に関する提言
です。このようなことを行なっ
ております。（資料65）

（１）身体活動支援環境の目標設定のフレームワーク
政策レベルでは、法律や政策を行なっていくということで、都市計画に関する法律や、運動指導

者の配置に関する条例や法律などをつくってもらいます。環境レベルでは、都市の構造や近隣の環
境、指導者の状況、運動場所、
歩道などについていろいろな施
策を出してもらい、目標値を立
ててもらいます。行動レベルで
は、いろいろな行動について工
夫をしてもらい、トータルとし
て身体活動を増やす為のいろい
ろな目標を立ててもらうという
提言をしています。ただ、目標
を立てる為には、国民あるいは
地域の基準となる数値がないと
難しいので、おそらく国として
もなかなかここまで踏み込めな
かったのではないかと思います。
（資料66）

資料 66

資料 65
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６．今後どうするか？
今後はどうしたらよいでしょ

うか。私たち研究側としては、ま
ず環境評価の方法を構築するこ
とです。最近はGISなどを使っ
た研究も進んでいます。それか
ら、身体活動に影響する環境要
因を明らかにすること、整備す
べき環境要因に優先順位をきち
んと付けていくことです。

パートナーシップについて
は、オタワ憲章でも言われてい
るように、環境整備には多分野、
特に土木や交通といった所が予
算を多く持っていますから、そ
ういう部署との連携が大事です。コンパクトシティ、モビリティ・マネジメント、コミュニティサ
イクルなどが、現在、健康の分野以外の都市計画、まちづくりで進んでいます。このようなことを
しっかり行っていくことです。

個人に対する保健指導も、その人の住んでいる環境や運動資源について把握しながら行なって
いくことが大事だろうということです。（資料67）

（１）都市計画の新しい試み
多分野が行なっている都市計画の試みとしては、例えば「コンパクトシティ」という概念でいろいろ

なものが進んでいます。郊外にショッピングモールができて、人々がどんどん外に行ってしまうのでは
なく、やはり中心市街地の活性化が必要です。駅前商店街が全部つぶれてしまうのではなく、そこをさ
らに活性化させるために新たな都市計画を進めていこうというものです。
「モビリティ・マネジメント」というのは、人々の動きをマネージしていくことです。多様な交通施策

を活用して、個人や組織・地域のモビリティを社会にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化させる
ことを促すような取り組みです。
「パークアンドライド」は、自

宅から自家用車で最寄りの駅あ
るいはバス停まで行き、車を駐
車させてバスや鉄道で都心に行
くような、公共交通機関を利用
するシステムです。
「コミュニティサイクルシス

テム」は、共用の自転車をレン
タサイクルのように使い、自転
車による身体活動量を増やして
いくことです。健康の視点から、
都市計画の中ではよくなされて
います。先日、アムステルダム
へ行ってきましたが、自転車道

資料 67
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がしっかり整備されていて、ほとんどの人が自転車で通勤・通学しています。皆さん楽しげに自転
車をこいでいるのを見ました。ヨーロッパ諸国は、自転車を使っている時間で身体活動を評価した
ほうがよいかもしれません。わが国は、まだまだ自転車道が整備されていないということもあり、
ウォーキングで測ることしかできないのかもしれません。（資料68）

（２）身体活動推進のための環境整備にはセクター間の協働（パートナーシップ）が重要
ほかのセクターとの連携が重

要です。都市計画部門、土木部
門、都市交通部門、あるいは通
学路の整備となると教育部門で
す。また、自然遊歩道や国民保
養地などは環境部門との連携に
なります。（資料69）

（３）自然環境を利用した身体活動推進
自然環境を利用した身体活動推進です。通勤・通学での日常の身体活動が減ってきているので、

増やす必要があります。余暇時間での身体活動・運動の推進がより重要となってきています。
一方、わが国は野山や森林、温泉などのような自然環境に恵まれているので、こういうものを利

用した健康づくりを行なっていきます。こんな素晴らしい資源があるのに、なぜこれを利用しない
のかということになるわけです。

最近、厚生労働省が新しい施
策として、糖尿病が疑われる人
に対して、ホテル・旅館を利用
した滞在型の保健指導プログラ
ムを打ち出そうとしています。
このように温泉地や保養地で運
動指導を行なっていくことで、こ
れがまた地域・地方の活性化に
も繋がることだろうと思います。
（資料70）

資料 70

資料 69
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そのようなことで、積極的
に地域で温泉を利用した健康
づくりがなされています。例
えば、温泉クアオルト研究会
というのがあります。山形県
の上山温泉におけるクアオル
ト健康ウォーキング、和歌山
県田辺市の熊野古道での健康
ウォーキング、大分県由布市
の由布温泉での健康ウォーキ
ングなどがあり、これが少し
ずつ拡大しています。

クアオルトというのは、ド
イツの温泉保養制度で、ここ
での保養は健康保険を使って
行えます。ドイツにはこのよ

うな場所が何百地域とあり、そこで健康づくりを行っています。わが国も、このように自然や温泉
を利用した健康づくりというものを今後展開していく必要があるだろうということです。（資料71）

（４）国民の健康づくりを支援できる健康運動指導者の養成と活用は重要な課題である
健康運動指導士について簡単にお話しします。わが財団は、第2次国民健康づくり対策で健康運

動指導士と健康運動実践指導者養成制度を始めました。健康運動指導士というのは、健康の為の運
動プログラムを作成できる人です。健康運動実践指導者は、運動の実践方法について指導できる人
です。こちらのカリキュラムは健康運動指導士のほうは期間が約3倍長くなっています。

健康日本21（第一次）や特定健診・特定保健指導などでもこの運動指導者を活用しましょうとい
うことがうたわれていました。第2次国民健康づくり対策でも健康運動指導士等の活用が必要だと
いうことです。身体活動・運動推進というテーマでは、ヘルスプロモーション活動の中心的なマン
パワーとなると思います。最近
は、特定健診・特定保健指導の
中でも、管理栄養士や保健師が
この資格を取り、より一層、運
動に関して詳しい保健指導を行
なう人たちが増えています。管
理栄養士全員に健康運動指導士
の資格を取らせている企業もあ
ると聞いたことがあります。
（資料72）

資料 71
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７．日本再興戦略
平成25年、安倍内閣が日本再

興戦略を打ち出しました。医療、
介護、保険、こういった社会保
障の関連分野は、確かに財政負
担が増大するというネガティブ
な側面もありますが、考え方次
第では、巨大な市場として成長
の原動力となり得るということ
です。今回の戦略の中では、健
康長寿産業を戦略的分野の一つ
に位置付けようということで、
健康寿命延伸産業、医薬品・医
療機器産業などの発展に向けた
施策をこれから展開していこう
と訴えたわけです。（資料73）

健康長寿産業ということで、
健康増進・予防、生活支援関連
産業の市場規模は現状4兆円で
すが、2020年のオリンピックの
年までに10兆円にしようと計画
しています。（資料74）

資料 74

資料 73



44

（１）戦略的市場創造プラン
テーマとしては、国民の「健

康寿命」の延伸を、戦略的市場
創造プランの中で1番に挙げて
います。この分野は、市場規模
としては現在国内で16兆円です
が、2030年ぐらいまでにその倍
以上の規模にしようということ
です。特に雇用規模に関しては、
現在約73万人がこの分野で働い
ているのですが、これを3倍近
くにしようとうたわれていま
す。運動指導者なども、これか
らどんどん増やしていく必要が
あるでしょう。（資料75）

まとめ

本日の話のまとめは、資料76にあるとおりです。（資料76）

資料 75

資料 76
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（１）夢は2020年東京オリンピック・パラリンピック
2020年に東京オリンピック・

パラリンピックが開かれます。私
の大先輩である、東京医科大学
の中嶋宏先生は、1988年～1998
年にWHOの事務局長をなされま
した。国際機関の事務局長に選
挙で選ばれたのは中嶋先生だけ
です。世界の厚生労働大臣であ
る中嶋先生と、IOCのサマラン
チ会長（当時）が一緒になって、
すべての人に健康「Health for 
All」と、すべての人にスポーツ
を「Sports for All」を、ジョイン
トさせて進めていこうというこ
とになりました。東京医科大学
の岩根久夫教授が、ここを結び
付けようと頑張り、私もそのかばん持ちでいろいろ行いました。1995年、カナダのケベックでWHOと
IOCのジョイントミーティングが開かれています。

この後、運動・スポーツについては1996年アトランタオリンピックの時に国際会議が行われました。
その後、タバコ対策に関しては非常に進み、世界の今までのオリンピック開催都市では、オリンピッ
クの前に禁煙や受動喫煙防止条例などの法律ができ、一気にタバコ対策が進んだということがありま
す。北京でもそういうことがあり、なぜ東京都でできないのかということです。タバコを吸っている
方には抵抗される方が多かったり、前の東京都知事がヘビースモーカーだったりということもあり、
なかなか進んでいませんでした。オリンピックに向けて、「Health for All, Sports for All」、そして、タ
バコに関する対策を一気に進めたいということがあります。（資料77）

私は、ぜひこの2020年までに、国民の身体活動推進による健康づくりを進めていきたいと思って
います。

資料 77


